
費用 項目 補助対象経費 補助基準額

謝金 謝金 事業実施に伴う謝金

1時間あたり6,000円
1日24,000円を上限とする。

※端数については、30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げとする。

交通費
一般公共交通機関
（ＪＲ、私鉄、路線バス、フェリー等）

宿泊費 事業実施に伴う宿泊費

旅費

※実績報告時は、写真の提出、講師マイナンバーの提供が必須となる。

別表

トップ強化コーチ招へい事業　補助対象経費・補助基準額

和歌山県が定める旅費に関する条例等に準じて支給する。


